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東京都国民健康保険委員会 

 

１ 日時  平成２８年１１月７日（月曜日）午後３時～午後３時５９分 

 

２ 場所  東京都庁第一本庁舎４２階 特別会議室Ａ 

 

３ 議題  平成２９年度の東京都国民健康保険調整交付金の配分割合について 

 

４ 出席者（五十音順） 

阿部裕行委員、石垣栄一委員、和泉なおみ委員、和泉ひろし委員、 委員、 

鵜飼良平委員、尾﨑治夫委員、角田徹委員、加島保路委員、唐木田政子委員、 

近藤太郎委員、斉藤あつし委員、桜井浩之委員、笹井敬子委員、清水芳晶委員、 

白石弥生子委員、杉村栄一委員、髙橋哲夫委員、橘正剛委員、田中久江委員、 

土田武史委員、山岸徳男委員 

 

５ 議事 

○梶野国民健康保険課長 大変お待たせしました。定刻になりましたので、ただいまから

東京都国民健康保険委員会を開催いたします。 

 本日の会議でございますが、東京都国民健康保険委員会条例第８条の規定により、本委

員会の成立には過半数の委員の方のご出席が必要でございますが、本日は、委員２７名の

うち、現時点で１９名の方にご出席をいただいておりますので、委員会が有効に成立して

いることをご報告申し上げます。 

 それでは初めに、ご出席いただいております委員のご紹介をさせていただきます。お手

元に、東京都国民健康保険委員会委員名簿をお配りしてございます。名簿の順にご紹介を

させていただきます。 

 学識経験者の和泉ひろし委員です。 

○和泉（ひ）委員 よろしくお願いします。 

○梶野国民健康保険課長 同じく、橘正剛委員です。 

○橘委員 よろしくお願いします。 

○梶野国民健康保険課長 同じく、和泉なおみ委員です。 
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○和泉（な）委員 よろしくお願いします。 

○梶野国民健康保険課長 同じく、斉藤あつし委員です。 

○斉藤委員 よろしくお願いします。 

○梶野国民健康保険課長 同じく、土田武史委員です。 

○土田委員 よろしくお願いします。 

○梶野国民健康保険課長 同じく、白石弥生子委員です。 

○白石委員 よろしくお願いいたします。 

○梶野国民健康保険課長 同じく、加島保路委員です。 

○加島委員 よろしくお願いいたします。 

○梶野国民健康保険課長 同じく、杉村栄一委員です。 

○杉村委員 よろしくお願いします。 

○梶野国民健康保険課長 次に、保険者を代表いたしまして、阿部裕行委員です。 

○阿部委員 阿部です。よろしくお願いします。 

○梶野国民健康保険課長 同じく、鵜飼良平委員です。 

○鵜飼委員 鵜飼です。よろしくどうぞ。 

○梶野国民健康保険課長 次に、被保険者を代表いたしまして、田中久江委員です。 

○田中委員 田中です。よろしくお願いいたします。 

○梶野国民健康保険課長 同じく、唐木田政子委員です。 

○唐木田委員 よろしくお願いいたします。 

○梶野国民健康保険課長 同じく、清水芳晶委員です。 

○清水委員 よろしくお願いいたします。 

○梶野国民健康保険課長 同じく、因幡有 委員です。 

○因幡委員 よろしくお願いします。 

○梶野国民健康保険課長 次に、保険医・保険薬剤師を代表いたしまして、尾﨑治夫委員

です。 

○尾﨑委員 よろしくお願いします。 

○梶野国民健康保険課長 同じく、角田徹委員です。 

○角田委員 よろしくお願いいたします。 

○梶野国民健康保険課長 同じく、髙橋哲夫委員です。 

○髙橋委員 よろしくお願いいたします。 
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○梶野国民健康保険課長 同じく、石垣栄一委員です。 

○石垣委員 よろしくお願いいたします。 

○梶野国民健康保険課長 次に、東京都職員、山岸徳男委員です。 

○山岸委員 よろしくお願い申し上げます。 

○梶野国民健康保険課長 なお、保険医・保険薬剤師代表の近藤太郎委員及び東京都職員

の笹井敬子委員でございますが、遅れるとのご連絡をいただいておりますので、後ほどご

紹介いたします。また、学識経験者の桜井浩之委員も少し遅れていらっしゃるようでござ

います。本日ご出席いただいております委員の方々は以上でございます。 

 また、学識経験者の柴﨑幹男委員、保険者代表の保坂展人委員、高野之夫委員、三辻利

弘委員、加えて被保険者代表の須崎眞委員につきましては、本日ご都合により欠席される

旨のご連絡を頂戴しております。 

 次に、東京都福祉保健局の幹部職員を紹介させていただきます。 

 梶原洋福祉保健局長でございます。 

○梶原福祉保健局長 梶原でございます。よろしくお願いします。 

○梶野国民健康保険課長 上田隆保健政策部長です。 

○上田保健政策部長 よろしくお願いいたします。 

○梶野国民健康保険課長 本多由紀子地域保健担当部長です。 

○本多地域保健担当部長 よろしくお願いいたします。 

○梶野国民健康保険課長 渡部裕代医療費適正化担当課長です。 

○渡部医療費適正化担当課長 よろしくお願いいたします。 

○梶野国民健康保険課長 申し遅れましたが、私、国民健康保険課長、梶野と申します。

どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 また、ご発言の際には、机上にございますマイクの手前のボタンを一度押していただき

まして、ここに赤いランプがついた状態で着席のままご発言くださいますよう、お願いい

たします。 

 それでは、続きまして、本日机上にお配りしております資料の確認を事務局からさせて

いただきます。 

○事務局 （資料確認） 

○梶野国民健康保険課長 ここで、近藤委員がご到着されましたので、ご紹介させていた

だきます。 
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 近藤委員でいらっしゃいます。 

○近藤委員 どうも遅くなりました。近藤でございます。 

○梶野国民健康保険課長 それでは、本日は今期初めての国民健康保険委員会でございま

すので、東京都国民健康保険委員会条例第５条の規定に基づきまして、会長の選任を行い

たいと存じます。規定によりまして、会長は委員の互選によるということとなってござい

ますが、選任につきましてご意見はございますでしょうか。 

 加島委員、お願いいたします。 

○加島委員 会長は、学識経験者でございます白石委員が適任かと思います。 

○梶野国民健康保険課長 ありがとうございます。 

 ただいま、白石委員にとのご意見がございましたが、いかがでございましょうか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

○梶野国民健康保険課長 ありがとうございます。それでは、白石委員に会長をお願いし

たいと存じますが、よろしいでしょうか。 

○白石委員 はい。わかりました。 

○梶野国民健康保険課長 ありがとうございます。それでは、白石委員には会長席にお移

りいただきまして、これからの議事の進行をお願いしたいと存じます。よろしくお願いい

たします。 

（白石委員、会長席に移動） 

○白石会長 それでは、白石でございますが、皆様の協力をいただきまして、円滑に進め

たいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、議事に入る前に、会長の代理者の指名を行いたいと存じます。東京都国民健

康保険委員会条例第５条第３項におきまして、会長に事故があるときは、あらかじめ会長

の指名する委員が会長の職務を代理するとございますので、私から指名をさせていただき

ます。 

 会長代理は、学識経験者の杉村委員にお願いしたいと思います。よろしくお願いいたし

ます。 

 それから、本委員会は公開となっていますが、本日、傍聴希望者等はございますでしょ

うか。 

○梶野国民健康保険課長 報道が１社のみ見えております。 
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○白石会長 それでは、報道１社の方の入室を許可したいと思いますが、よろしいですか。 

（「異議なし」の声あり） 

○白石会長 それでは、報道の方を入室させてください。 

（入室） 

○白石会長 それでは、これからまず諮問を受けたいと思います。 

 諮問文につきましては、既に写しを配布してございますので、東京都のほうから、諮問

内容について趣旨説明をお願いいたします。 

○梶原福祉保健局長 改めまして、東京都福祉保健局長の梶原でございます。 

 委員の皆様方におかれましては、ご多用のところ、本委員会にご出席を賜りまして心よ

り感謝を申し上げます。また、日頃から国民健康保険事業をはじめ、東京都の福祉、保健、

医療行政につきまして、多大なるご支援、ご協力をいただいておりますことに改めて御礼

を申し上げます。 

 早速でございますが、本日の諮問の趣旨につきましてご説明をさせていただきます。 

 本日は、平成２９年度の東京都国民健康保険調整交付金の配分割合についてお諮りをい

たします。都道府県調整交付金は、都道府県が区市町村間の財政調整を行うことにより、

保険運営の広域化や医療費の適正化における都道府県の役割を果たし、国民健康保険財政

の安定化を図ることを目的として平成１７年度に導入されたものでございます。この制度

改正を受けまして、東京都国民健康保険調整交付金条例を制定するに当たりましては、本

委員会の答申を踏まえ、普通調整交付金と特別調整交付金の配分割合を定めました。平成

２４年度に都道府県調整交付金の総額が給付費等の７％から９％に引き上げられ、平成２

７年度には、保険財政共同安定化事業が拡大されたため、本委員会におきまして配分割合

についてご審議をいただき、区市町村の国民健康保険財政への影響に配慮し、平成２８年

度までの経過措置を設けております。本日の委員会では、平成３０年度からの制度改革を

踏まえまして、平成２９年度の調整交付金の配分方法につきまして、ご意見を賜りたいと

存じます。 

 委員の皆様におかれましては、幅広い見地からご審議いただき、答申を賜りますようよ

ろしくお願いを申し上げます。 

○白石会長 ありがとうございました。 

 それでは、本日の諮問事項でございますが、平成２９年度の東京都国民健康保険調整交

付金の配分割合についてでございます。 
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 それでは、これより審議に入りたいと思います。 

 なお、本日は答申まで行う予定でございますので、皆様のご協力のほど、よろしくお願

いいたします。 

 それでは、まず初めに、本案件に関する資料の説明を、事務局のほうからお願いいたし

ます。 

○梶野国民健康保険課長 それでは、お手元に平成２９年度の東京都国民健康保険調整交

付金の配分割合について（諮問）とありますＡ４横長の資料をご用意ください。 

 表紙、目次と２枚おめくりいただきまして、まず１としまして、この都道府県調整交付

金の変遷でございます。いわゆる三位一体改革の一環として平成１７年４月の国民健康保

険法の改正によりまして、国民健康保険の医療給付費の一部を都道府県が負担することと

なりました。 

 下の図の、３つありますうち左側の図と中央の図を見比べていただきますと、平成１６

年度までは国保の給付費等の５０％の公費負担は国費のみでございましたが、平成１７年

度の改正におきまして、国費のうち国の定率負担分からの６％と調整交付金からの１％、

合わせて７％が都道府県調整交付金へ移行され、国の負担は４３％という形になりました。

そして、右側の図、平成２４年度以降でございますが、国保法の改正により、都道府県の

財政調整機能の強化等を図るため、国の定率負担のうち２％が都道府県に移行し、都道府

県の調整交付金が７％から９％に拡大をいたしました。 

 続いて、２ページをご覧ください。都の調整交付金の概要でございますが、まず、法的

根拠としましては、先ほど申しましたとおり、国保法の第７２条の２において、都道府県

は当該都道府県内の市町村が行う国民健康保険の財政を調整するため、条例で市町村に対

して調整交付金を交付するという旨が規定されております。これを受けて東京都の条例を

平成１７年に制定いたしました。交付金には、普通調整交付金と特別調整交付金がござい

まして、その配分割合については下の表の左側にございますとおり、条例の本則において、

普通が６％、特別が３％としております。そして、前回本委員会でいただきました答申を

踏まえて、右側２８年度までの経過措置としまして、条例の附則で普通調整交付金の定率

分を６％、財政力格差調整分を０.３％、そして特別調整交付金のほうですが、激変緩和分

を２％、事業健全化支援、特別な事情への交付分として０.７％という配分割合になってお

ります。 

 続きまして、３ページが調整交付金の交付実績をまとめたものでございます。２７年度
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の実績でございますが、１－①と②が普通調整交付金でございます。まず１－①、普通調

整交付金の定率分については、医療給付費の６％を各区市町村に定率で配分しておりまし

て、２７年度決算ベースでは約６２９億円となっております。 

 続きまして、１－②の財政力格差調整分０.３％につきましては、区市町村の財政力、所

得の状況等に応じて、財源不足分がある保険者に交付しておりまして、２７年度実績は約

２４億円でございます。 

 そして、２－①、②が特別調整交付金でございますが、まず２－①の激変緩和分２％に

つきましては、この後ご説明いたします保険財政共同安定化事業の対象拡大による財政影

響について、激変緩和措置として補塡をするものでございまして、２７年度実績は約１８

億円でございました。なお、この残額につきましては、１－①の普通調整交付金定率分に

流用して交付することとしておりまして、イのところにございますとおり、２７年度は約

１４４億円を流用しております。 

 そして、最後に２－②の０.７％の分ですが、こちらは国保事業の健全化に向けまして、

地域の特殊事情等に応じた調整を行うために交付しているものでございます。被保険者の

健康保持増進、保険料（税）の収納確保、レセプト点検等の適正な事業運営推進への取組、

災害その他特別な事情を勘案して交付しておりまして、実績は約５７億円でございます。

合計で約７２８億円を交付しております。 

 以上、都調整交付金の概要をご説明いたしましたけれども、条例の配分割合につきまし

ては、これまで本委員会の答申に基づいて定めてまいりましたので、４ページから６ペー

ジにかけまして、これまでの答申の内容を振り返りたいと存じます。 

 まず４ページ、こちらは１７年度の答申でございまして、都の調整交付金創設時のもの

でございます。下の二重線の囲み部分が答申の概要でございますけれども、都の調整交付

金７％のうち、普通調整交付金を６％相当、特別調整交付金を１％相当の額とすることが

妥当とした上で、２つ目の丸にございます「ただし」ということで国の定率負担や調整交

付金の減少による影響――先ほど１ページでも見ていただきましたように、国の定率の交

付が４０％から３４％、また、調整交付金が１０％から９％へ減ったという状況を考慮し

まして、経過措置として普通調整交付金を６.３％、残りの０.７％を特別調整交付金とす

べきということとされました。 

 なお、この経過措置につきましては、一番下の米印のところにございますように、以降、

医療保険制度の見直しが検討されていることなどから、１９年度、２１年度の本委員会で
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それぞれ経過措置を延長するとのご答申をいただいております。 

 続きまして、５ページが２４年度の答申でございますが、この答申では、同じ年の国保

法の改正によりまして都の調整交付金が７％から９％に引き上げられたことを受けて、配

分割合をどうするかということについてご審議をいただきました。 

 下の二重囲みのところでございますけれども、まず１つ目の丸、引き上げられた都調整

交付金２％分につきましては、引き上げの趣旨が区市町村の医療給付費の負担を調整する

保険財政共同安定化事業の円滑な推進等を目的とするものであること等踏まえまして、条

例の本則で特別調整交付金に位置づけ、結果として普通調整交付金が６％相当、特別調整

交付金が３％相当の額とすることが妥当とされました。そして、２つ目の丸でございます

が、保険財政共同安定化事業が平成２７年度から拡大されるということが予定されている

こと、そして、調整交付金の配分割合のこれまでの経緯等も踏まえまして、２６年度まで

の経過措置として、普通調整交付金を給付費等の８.３％相当、特別調整交付金を０.７％

相当の額とすることが妥当とされました。 

 さらに続きまして、６ページ、直近の２６年度の答申でございますが、こちらは２７年

度からの保険財政共同安定化事業の拡大を踏まえた配分割合についてご審議をいただいた

ものでございます。上のほうの囲みの２つ目の丸にあるとおり、この事業の拡大に向けた

財政影響の緩和策については、都と区市町村で検討してきた内容等を踏まえて見直しを行

うことといたしまして、答申としましては、下の囲みの１つ目の丸、この答申をいただい

た時点では平成２９年度に国保制度の見直しが予定されていたということを踏まえて、２

８年度までの経過措置ということで、普通調整交付金を給付費等の６.３％相当、特別調整

交付金を２.７％相当の額とし、このうちこの共同安定化事業拡大による財政影響の補塡分

を２％とするということが妥当とされました。加えて、２つ目の丸にございますとおり、

補塡に要する額がこの２％に満たない場合には、残額を定率の普通調整交付金に流用すべ

きというご答申をいただいたところでございます。 

 ここで、今まで何度か触れました保険財政共同安定化事業についてご説明をさせていた

だきます。資料の７ページをご覧ください。この事業の拡大につきましては、２４年度の

国保法改正で規定されたものでございます。下段の（２）をご覧いただければと思います

が、平成２６年度まで暫定措置ということで実施をされておりました高額医療費の共同事

業、それからこの保険財政共同安定化事業が恒久化されました。そして、保険料の平準化

や保険財政の安定化を図るため、区市町村の拠出により行う、この保険財政共同安定化事
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業の対象医療費が、従来はレセプト１件３０万円を超えるものとされていたものが１円以

上、すなわち全医療費に拡大されたということでございます。 

 続いて、８ページがこの事業の概要図になってございます。ページの中央に各都道府県

単位の医療費という四角がございますけれども、区市町村間の医療費負担の調整を図る仕

組みとして、２段階ございまして、上の白い囲みのほうが高額療養費共同事業。こちらは、

レセプト１件８０万円を超える高額医療費を対象としており、昭和６３年から開始されて

おります。一方で、その下、グレーで表示しております保険財政共同安定化事業ですが、

こちらは、平成１８年度から始まったもので、対象となる医療費を各区市町村が共同で負

担し合うという事業でございます。先ほども申しましたが、当初はレセプト１件当たり３

０万円を超え８０万円までが対象でございましたが、２７年度から１円以上、全医療費に

拡大をされました。 

 国民健康保険は区市町村単位で運営をされており、それぞれの被保険者の医療費をそれ

ぞれの区市町村において負担をするという制度でございます。このうち一定額を超える高

額な医療費に対しては都道府県単位で共同の事業にしまして、いわば再保険を掛けるよう

な仕組みをとってまいりました。高額医療費共同事業のほうでは、国保財政の急激な影響

の緩和を図る、年度間での平準化を図ることを目的としまして、左側のＡ区の上に吹き出

しがございますが、過去３年の医療費実績に応じて拠出金を拠出するという仕組みになっ

ております。 

 一方、保険財政共同安定化事業でございますが、区市町村間の保険料の平準化、財政の

安定化等を図るため、こちらは左側のＣ町の下に吹き出しがございますけれども、過去の

医療費の実績の３カ年平均、そして被保険者数、被保険者の所得、それらを５０対４０対

１０の割合で按分して拠出をするという仕組みでございます。この仕組みにより拠出額を

平均化することで、保険料の平準化等に取り組んでいこうという事業でございます。 

 続きまして、９ページ、都道府県調整交付金配分ガイドラインですが、こちらは国がこ

の調整交付金の配分の考え方を示したもので、交付金の割合の引き上げに伴って、国と都

道府県、市町村の代表者の協議を経て、平成２４年度に改定されたものでございます。真

ん中の、３つ目の丸の基本的考え方の２つ目に２号交付金とございますのが、都における

特別調整交付金に当たるものでございます。２号交付金の（２）の下の米印にございます

とおり、保険財政共同安定化事業において、拠出金額が交付金額を上回る場合の激変緩和

措置、具体的には、拠出超過額と交付金額の１％相当額の差額の補塡に特別調整交付金を
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用いるという考え方が国から示されたものでございます。 

 続きまして、１０ページをご覧ください。先ほどご説明した２７年度からの対応を決め

るに当たりましては、都と区市町村の間で検討・調整を行った経緯がございますので、そ

の概略をまとめてございます。２つ目の事業拡大による財政影響の項にございますとおり、

保険財政共同安定化事業の対象拡大により、事業規模が約３倍になることが見込まれ、保

険者である区市町村の拠出金額、交付金額も従来より超過額が拡大すると見込まれました。

そこで、次の項、財政影響に対する激変緩和策の（２）にございますとおり、まず先ほど

ご説明しました国のガイドラインを踏まえて、拠出超過額と交付金額の１％相当額との差

額を補塡する、さらに、２つ目、都独自の対応としまして、この差額補塡をしてもなお前

年度と比較した被保険者の１人当たりの財政影響額が３,０００円を超える場合には追加

の補塡をするということとしてございます。 

 この補塡について図示しましたのが、次の１１ページでございます。なお、この１１ペ

ージの（２）の部分につきましては、委員の皆様に事前にご説明した際の資料からイメー

ジ図を詳しくして追記してございます。まず、（１）が国のガイドラインを示された補塡

でございまして、拠出超過額、つまり拠出金と交付金との差が交付金の１％を超える場合

には、その分を特別調整交付金により補塡をするということでございます。加えて（２）

ですが、（１）の補塡を行っても前年度の拠出または交付の超過額と今年度の拠出または

交付の超過額を比較して、被保険者１人当たりで見た影響額が３,０００円を超える場合に

ついては、その超える額を特別調整交付金により補塡することで支出が大きく増えること

を調整するというものでございます。パターンとしては下の表の左３つのパターンがござ

います。 

 １０ページに戻りまして、下段の（３）定率交付の確保ですが、激変緩和のための補塡

は都調整交付金２％の範囲で行いまして、その残りが出た場合には、定率の普通調整交付

金として交付するということでございます。前回いただきましたご答申はこの区市町村と

の調整結果を踏まえたものでございます。 

 続きまして、１２ページをご覧ください。現在の経過措置は、国の制度改正の動向等を

踏まえまして、当面、平成２７、２８の２カ年の対応とされておりますけれども、その後、

平成２７年５月の法改正により国保制度改革は当初予定されました２９年度ではなく３０

年度から実施されることになりました。具体的には、これまで区市町村ごとに個別に運営

されていたものが、改革後は中段の図の右側、都道府県が財政運営の責任主体になり、楕
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円で囲まれた図にございますとおり、区市町村から納付される国保事業費の納付金をもと

に給付に必要な費用を交付するという仕組みに変わってまいります。これに伴い、下の２

つのポツにございますとおり、都道府県調整交付金は都道府県繰入金という形に変わって

まいります。また、区市町村間の平準を図るということで運営されております保険財政共

同安定化事業についても、制度改革後は納付金制度により、区市町村間の差異を調整する

こととなりますので、２９年度末をもって事業終了となります。従いまして、残る２９年

度１年間における調整交付金の配分についてどうするかということが課題となってまいり

ます。 

 続いて、１３ページをご覧ください。この点につきまして、今年度に入り区市町村の代

表者と都等で構成する東京都国民健康保険連携会議において、提案内容の項、２つ目のポ

ツにございますとおり、２９年度においては現行の２７、２８年度の激変緩和措置、経過

措置を継続してはどうかとご提案いたしまして、提案内容どおり区市町村からのご理解、

ご了解をいただいているところでございます。 

 最後、１４ページでございますけれども、今までご説明いたしました経緯を踏まえて、

今回の諮問に係る論点、下段の囲みにあるとおり、平成２９年度の都調整交付金の配分割

合について、３０年度の制度改革までの間、これまでと同様の経過措置を設ける必要があ

るかにつきまして、本日ご審議いただければと存じます。 

 長くなりまして恐縮でございますが、説明は以上でございます。 

○白石会長 事務局からの説明、どうもありがとうございました。 

 ちょうどお２人の方がいらっしゃいましたので、ご紹介をしていただければと思います。 

○梶野国民健康保険課長 ありがとうございます。では、委員のお２人をご紹介させてい

ただきます。 

 まずは、学識経験者代表の桜井委員がご到着されました。桜井委員です。 

○桜井委員 どうも遅くなりまして申し訳ありません。よろしくお願いいたします。 

○梶野国民健康保険課長 また、東京都職員、笹井委員です。 

○笹井委員 遅れて申し訳ございません。よろしくお願いします。 

○白石会長 ありがとうございました。 

 それでは、これから審議に入るわけですけれども、今詳しく説明をいただきました。改

めまして私のほうでもう一度確認をしたいと思います。 

 １４ページの論点のところを見ていただければと思いますが、上のところが現在の制度
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でございまして、東京都調整交付金は、条例本則においては普通調整交付金が６％、特別

調整交付金が３％、計で９％。これまでの本委員会の答申を踏まえまして、条例の附則、

右側ですけれども、平成２８年度末までの経過措置として、普通調整交付金が６.３％、特

別調整交付金が２.７％とされているところです。さらに、このうちの特別調整交付金の

２％分は、平成２７年４月から施行された保険財政共同安定化事業の拡大に伴う区市町村

への財政影響に対する緩和策として措置したもので、この共同安定化事業拡大による財政

影響に対する補塡に要する額が２％に満たない場合、その残額は全て定率のほうの普通調

整交付金に流用することとしております。先ほど２７年度の実績を説明していただきまし

たが、相当の額が定率分のほうに回されているという状況でした。 

 一方、前回の答申のときには、平成２９年から制度が変わるという前提で２８年度まで

の措置を決めたわけですけれども、２７年５月に国保制度改革に向けた法改正が行われま

して、それが１年延びて平成３０年度から都道府県が財政運営の責任主体となるというこ

とになりました。この点を踏まえて、平成２９年度の配分について検討するということで、

平成３０年度の制度改革までの間、これまでと同様の経過措置を設ける必要があるのかど

うかということについてが今日の論点ということになります。 

 それでは初めに、諮問事項の調整交付金は、直接、区市町村国保の財政に影響するもの

でございますので、まず保険者代表の委員の方からご意見があれば頂戴したいと思います

が、いかがでございましょうか。 

 それでは、阿部委員、よろしくお願いいたします。 

○阿部委員 では、発言させていただきたいと思います。 

 今回の審議事項であります平成２９年度の東京都国民健康保険調整交付金の配分割合に

ついて、保険者あるいは市長会の立場で一言申し上げさせていただきたいと思います。 

 平成２７年度及び２８年度の財政影響に対する激変緩和措置でございますが、２９年度

も継続していただけると。また、都の調整交付金の配分割合も特例措置を継続するという

ことについては了承したいと思っております。平成２７年度でございますが、幸いにも制

度開始前に検討した試算よりも拠出超過の総額が少なく、連動して調整交付金による補塡

も少なくなり、残額を定率分として市区町村に振り分けることができております。平成２

８年度、２９年度は拠出超過の総額が増えるかどうか、これはわからないところでござい

ますが、３０年度の制度改正によってこの制度がなくなるということもありまして、２９

年度のみ変更する必要はない、つまり、このままでもよろしいと思います。 
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 ところで、この国民健康保険、後期高齢者医療制度、介護保険など、増え続けておりま

す社会保障制度関連経費の負担でございますが、これは言うまでもなく市民においても、

また私ども地方自治体においても年々重くなっているということが申し上げられます。こ

こで私ども多摩市の例を申し上げさせていただきたいと思います。多摩市では、第五次多

摩市総合計画・第２期基本計画におきまして、現在、健幸都市（スマートウェルネスシテ

ィ）・多摩の創造、これは私の選挙の公約でもございましたが、この健幸のコウの字は幸

いというか幸福感あふれるということでこの幸を入れております。これを実施することに

よりまして何を目指すかと申し上げますと、１つは健康寿命を延ばしていきたい。そのこ

とによって、医療費、介護費の負担を軽くしていくということで、本日は東京都医師会会

長・副会長の皆さんも、また歯科医師会、薬剤師会の先生方もお越しいただいております

が、私ども多摩市においても医師会、歯科医師会、薬剤師会、また訪問看護師、あるいは

ケアマネさん、その皆さんを含め介護の事業所もそうですが、力をお借りして顔の見える

関係、多職種連携なども含め、いろいろな勉強会も開催しているところでもあります。 

 あわせて、市民自身の取組として、明年には健幸まちづくりの宣言なども行いたいと思

っております。医師会の先生方、歯科医師会、薬剤師会の先生方ともきちんと連携しなが

ら地域包括ケアを進め、そして市民が、寝たきりにならないとか、あるいは認知症になら

ないといってもなかなか全員が全員そうはならないと思いますけれども、たとえ認知症に

なられたとしても寝たきりにならないように、いろいろな形で介護予防に取り組むことに

よって、先ほど申し上げたとおり医療費、介護費の負担を軽くしていきたいと考えていま

す。 

 そういう取組をしている自治体の側として、平成３０年度からの国保制度改正に向けて

の要望として、各種健康施策を行い医療費の適正化を行ってきている市区町村、汗を流し

ている市区町村についてはインセンティブを与えることも必要ではないかと思っていま

す。今後、国民健康保険の運営方針や国民健康保険事業費納付金や、標準保険料率等の算

定方法などを市区町村と協議していく中で、私ども市区町村の意見、要望について真摯に

対応していただければと思っています。また、平成２９年度中に市区町村におきましては

保険料率を決定しなければならず、かなり厳しいスケジュールになると見込まれますので、

東京都におかれましても、スケジュールの前倒しなどを図っていただければと思っており

ます。また、東京都国民健康保険財政安定化支援方針の対象期間でございますが、これま

で２年間ということでございましたが、２９年度１年ということになりますので、現行制
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度において引き続き市区町村の国保の財政安定化が図られるよう努めていただきたいと思

っております。意見を申し上げさせていただきました。 

○白石会長 阿部委員、どうもありがとうございました。 

 今日、区市町村の代表の方のうち、出席が阿部市長様だけで、今、市のほうから頂きま

した。ただ、先ほどの１３ページでこれまで区長会も町村会も同じようにこの案に賛成だ

ということは報告がありましたので、各保険者の方のご意見ということはそういうことで

よろしいですよね。 

 阿部委員からは、今ほかにも要望等もありましたので、それは事務局で受けとめていた

だければと思います。 

 では、ほかの委員の方から、ご意見、あるいはご質問でも結構ですが、頂戴できればと

思いますが、いかがでございましょうか。 

 和泉なおみ委員、どうぞ。 

○和泉（な）委員 この調整交付金の配分割合そのものについては、おおむね私も了承し

たいと思っております。ただ、特別調整交付金の０.７％部分の使い方に関して一言だけ意

見を述べさせていただきたいと思っています。 

 事業健全化支援、特別な事情への交付ということで、０.７％分がこの特別調整交付金の

中から使われていますが、平成２６年度でこの交付金がどのようなものに使われたかとい

うと、その大半が適正な保険料（税）の収入確保に関する事業に４０億使われています。

おおむね２７年度もこれと似たような数字になっているのではないかと思うのですが、特

にこの中で私が気になっているのは、東京都が滞納処分の取組促進として差押件数に応じ

た交付金を出しているというところなんです。この間ずっと続いているわけですけれども、

被保険者数１０万人以上の区市で差押１００件やると１,０００万、３００件やると２,０

００万、５００件やると４,０００万と。件数そのものを収納率向上の成績評価として交付

金を出しているのですね。私はもちろん悪質な滞納者に対する処分というのはしっかりと

やらなければいけないと思っておりますが、悪質かどうかの見きわめというのは非常に慎

重にやるべきだと思っています。したがって、差押えの件数をもって収納率向上の成績評

価という形で交付金を出すというようなやり方は、本来収納率向上をさせるためのあり方

として非常に私は問題があると思っていますので、一言この事業健全化支援、特別な事情

への交付についての特別調整交付金の使い方については意見を申し述べさせていただきた

いと思います。配分割合そのものについては、了承いたします。 
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○白石会長 ありがとうございました。今のは、特別調整交付金の配分より運用の仕方に

ついての意見ということでございますね。本体の今日の諮問については特に問題ないとい

うことで承りました。 

 ほかにはございますか。ご質問やご意見、特にございませんでしょうか。 

 斉藤委員、どうぞ。 

○斉藤委員 事務局に質問になるんだと思いますが、平成２９年度の部分は一年延期にな

ったわけで３０年度に制度改正ということになりますけれども、さすがにもうこれ以上延

びることはまずないのかなと思うのですが、そのあたりについては……。平成３０年度に

制度改正というようなことで今回延期をしたわけなんですが、さすがにこれ以上延期をす

る必要もないのかなと思うのですが、その辺の準備段階としてはどのような進捗状況なの

か、確認したいと思います。 

○白石会長 今の状況ということで、事務局からお願いします。 

○梶野国民健康保険課長 ３０年度というのは、法で施行時期が定められてございますの

で、予定どおり３０年度ということになろうかと思います。準備につきましては、当然各

区市町村と協議をしながら進めていくことでございますので、先ほどもご説明しました連

携会議等の場を活用しながら、引き続き必要な事項の決定や調整等を進めていきたいと考

えてございます。 

○白石会長 よろしいですか。 

○斉藤委員 はい。結構です。 

○白石会長 ほかにはよろしいですか。 

 それでは、ご意見もいただきましたので、委員会としては平成２９年度もこれまでと同

様の経過措置を設けるということでよろしいですか。 

（「異議なし」の声あり） 

○白石会長 ありがとうございました。 

 それでは、平成２９年度は現行の経過措置を継続することで賛成をいただきましたので、

これから本日頂戴した意見や事務局の資料をもとに、本委員会としての答申をまとめたい

と思います。答申案を作成するまでの間、１０分程度休憩とさせていただきたいと思いま

す。どうぞよろしくお願いいたします。 

（午後３時４３分 休憩） 

（午後３時５１分 再開） 
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○白石会長 それでは、まだ１０分たたないかもしれませんが、答申文案ができたようで

すので、委員会を再開させていただきます。よろしいでしょうか。 

 それでは、委員会を再開させていただきます。では、文案をまずお配りしたいと思いま

す。事務局からよろしくお願いいたします。 

（答申案配付） 

○白石会長 それでは、事務局から読み上げをお願いいたします。 

○事務局 それでは、ただいまお配りしました案の、記書き以降の部分につきまして読み

上げさせていただきます。 

 「東京都国民健康保険調整交付金の配分割合については、条例本則において、普通調整

交付金を給付費等の６％相当の額、特別調整交付金を給付費等の３％相当の額としている

が、医療保険制度改革により平成３０年度から東京都が国民健康保険の財政運営の責任主

体となることを踏まえ、平成２９年度は現行の経過措置を継続し、普通調整交付金を給付

費等の６.３％（定率分６％、財政調整分０.３％）相当の額、特別調整交付金を給付費等

の２.７％（保険財政共同安定化事業拡大による財政影響に対する補塡分２％、その他特別

の事情分０.７％）相当の額とすることが妥当である。 

 また、共同安定化事業拡大による財政影響に対する補塡に要する額が２％に満たない場

合は、引き続きその残額は全て定率の普通調整交付金に流用して交付されたい。」 

 以上でございます。 

○白石会長 ありがとうございました。 

 それでは、お諮りいたします。ただいま読み上げました文案のとおり、答申文を決定す

ることにご異議ございませんでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○白石会長 ありがとうございました。 

 それでは、皆様のご賛同をいただきましたので、これで決定をさせていただきます。 

 それでは、ここで答申文を福祉保健局長にお渡ししたいと存じます。 

（答申手交） 

○白石会長 答申は確かにお渡しいたしました。本日はどうもありがとうございました。 

 この後の進行は、事務局にお返ししたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたし

ます。 

○梶野国民健康保険課長 委員の皆様におかれましては、熱心なご審議をいただきまして
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感謝申し上げます。 

 本日の答申を受けまして、福祉保健局長の梶原より一言ご挨拶を申し上げます。 

○梶原福祉保健局長 ただいま平成２９年度の東京都国民健康保険調整交付金の配分割合

について答申を頂戴いたしました。まことにありがとうございました。今後、本日いただ

いた答申の内容に基づきまして、条例改正案を議会に提出させていただきたいと思います。 

 さて、昨年５月に持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を

改正する法律が成立し、制度の安定化を図るため、都道府県が財政運営の責任主体となっ

て区市町村とともに国民健康保険制度の運営を担うこととされました。平成３０年度から

の新制度の実施に向けましては、現在も国と地方との協議が行われておりまして、都とし

ては今後も国の検討状況を踏まえながら、区市町村や関係団体等の皆様と綿密な連携を図

りながら、適切かつ的確に対応してまいりたいと思っております。 

 委員の皆様におかれましては、国民健康保険事業はもとより東京都の福祉・保健・医療

行政の一層の推進に向けまして、今後ともお力添えを賜りますようお願い申し上げまして、

簡単ではございますが、お礼の挨拶とさせていただきます。 

 本日はまことにありがとうございました。 

○梶野国民健康保険課長 続きまして、次第のその他としまして、事務局より１点ご説明

をさせていただきます。右上に参考資料２とあります資料をご覧いただけますでしょうか。 

 東京都国民健康保険財政安定化支援方針（概要）というタイトルの資料でございます。

こちらは都が定める方針でございまして、左側の囲みが現行方針の概要でございますが、

第１にありますとおり、この方針は、国保法の第６８条の２第１項におきまして、国民健

康保険の財政の安定化を推進するため、都道府県内の市町村に対する支援の方針を定める

ことができるとされているものでございます。都では、これを財政安定化支援方針という

名称で策定をしております。 

 現行方針の対象期間は、第２のところにございますとおり、平成２７、２８年度の２カ

年ということで、こちらも今年度末をもって対象期間が終了するということになります。

なお、現行の方針では、第３以降にございますとおり、都内の区市町村国民健康保険の現

状、課題等を示した上で、都の果たすべき役割、具体的な支援策等を盛り込んでおります。 

 現在、次期の方針の策定の準備に着手しているところでございまして、右側の囲みにあ

りますとおり、現行の方針、また国が示している策定要領等を踏まえまして、本年度末ま

でには策定したいと考えております。制度改革に係る国保法改正によりまして、実はこの
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方針につきましても根拠規定が２９年度末で削除されるということでございまして、こち

らの方針も２９年度１カ年を対象期間とする方針となります。先ほどもご紹介しました、

区市町村代表が参加していただいております連携会議の中で調整しまして、今後策定の準

備を進めてまいります。 

 なお、この中で、保険財政共同安定化事業への対応として拠出方法、あるいは特別調整

交付金による激変緩和措置につきまして、本日いただいたご答申も踏まえて、引き続き規

定する予定でございます。 

 なお、次期の支援方針については、策定後、委員の皆様にご参考にお送りしたいと考え

てございます。ご参考に、１枚後ろに現行の方針の全文も添付してございますので、後ほ

どご覧いただければと思います。 

 説明については以上でございますが、何かご質問などございますでしょうか。 

 特段ないようでしたら、資料の説明は以上とさせていただきます。 

 本日ご答申をいただきました平成２９年度の東京都国民健康保険調整交付金の配分割合

につきましては、年明け２９年第１回都議会定例会に条例の改正案を提出しまして、ご審

議をいただく予定としてございます。また、平成３０年度の国保制度改革に向けて必要な

条例の改正等につきましても、今後順次都議会に上程しご審議をいただきたいと考えてお

りますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、以上をもちまして、本日の東京都国民健康保険委員会を終了させていただき

たいと思います。 

 本日はお忙しいところ、まことにありがとうございました。 

 

（了） 

 

 


